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～訪問介護員の皆様へ～ 
 

訪問介護員の皆様には，新型コロナウイルスの感染が国内で拡大している

なか，居宅を訪問してのサービス提供について，御不安を抱えている方もいら

っしゃるかと思います。 

 

今般，県内においても感染が拡大している現状を踏まえ，皆様が少しでも安

心してサービス提供を行うことができるよう，厚生労働省からの各通知のう

ち，訪問介護向けの項目を抜粋した手引きを作成いたしました。 

 

高齢者の方や医療的ケアが必要な障害のある方は，発症した際に重症化し

やすい傾向にあるため，感染防止対策を徹底していただき，また，訪問介護員

の皆様も自身のお身体に気をつけていただき，適切なサービス提供を行うよ

うお願いいたします。 

 

 なお，この手引きは厚生労働省の通知を抜粋したものになりますので，詳細

については厚生労働省の各種通知を御確認ください。 

 

 御苦労等あるかと思いますが，介護サービスを必要としている利用者の

方々のためにも，御協力のほど，よろしくお願いいたします。 
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感染防止に向けた取組 
 

 

感染防止に向けた取組を徹底する観点からは，日頃から以下のような感染防止に向けた取組を行

うことが重要である。 

 

 

【事業所における取組】 
○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向けた取

組の再徹底を行うこと。 

○ 感染防止に向け，職員間での情報共有を密にし，感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を

進めること。 

○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう，利用者のケア記録

（体温，症状等がわかるもの），直近２週間の勤務表等の記録を準備しておくこと。 

○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合，施設長は，すみやかに市区町村

に対して，人数，症状，対応状況等を報告するとともに，発熱等の症状により感染が疑われる職

員等がいる場合は，保健所に報告して指示を求めること。また，最新情報を収集し，職員等に情

報提供すること。 

 

 

【職員の取組】 
感染症対策の再徹底 

○ 職員，利用者のみならず，委託業者等，職員などと接触する可能性があると考えられる者含め

て，マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い，アルコール消毒等により，感染経路を断つこと

が重要であり，「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上，対策を徹底

すること。 

○ 職員は，各自出勤前に体温を計測し，発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないこと

を徹底すること。なお，過去に発熱が認められた場合にあっては，解熱後２４時間以上が経過し，

咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお，このような状況が解消

した場合であっても，引き続き当該職員の健康状態に留意すること。 

該当する職員については，管理者等に報告し，確実な把握を行うよう努めること。 

※ここでいう職員とは，利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけ

でなく，事務職や送迎を行う職員等，当該事業所のすべての職員やボランティア等含むもの

とする。 

○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については，「新型コロナウイルス感染症につ

いての相談・受診の目安について」（令和２年５月８日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部事務連絡）を踏まえて適切に対応すること。 

○ 職場はもとより，職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり，換気が悪

く，人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底すること。 

○ 職員が感染源となることのないよう，症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスク

を着用すること。 
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【ケア等の実施に当たっての取組】 
○ サービスを提供する際は，その提供に先立ち，利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測

し（可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい），発熱が認められる場合には，「新型コ

ロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」（令和２年５月８日厚生労働省新型

コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すと

ともに，サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。 

・ サービスを行う事業者等は，保健所とよく相談した上で，居宅介護支援事業所等と連携し，

サービスの必要性を再度検討の上，感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。 

・ サービスを提供する者のうち，基礎疾患を有する者及び妊婦等は，感染した際に重篤化する

おそれが高いため，勤務上の配慮を行うこと。 

・ サービスの提供に当たっては，サービス提供前後における手洗い，マスクの着用，エプロン

の着用，必要時の手袋の着用，咳エチケットの徹底を行うと同時に，事業所内でもマスクを着

用する等，感染機会を減らすための工夫を行うこと。 

・ 可能な限り担当職員を分けての対応や，最後に訪問する等の対応を行うこと。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年４月７日厚生労働省事務連絡 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意

点について（その２） 



3 

 

新型コロナウイルス感染症に感染した者が 

発生した場合の取組 

 
社会福祉施設等の利用者等（当該施設等の利用者及び職員等をいう。）に新型コロナウイルス感

染症に感染した者が発生した場合には，感染拡大防止の観点から，以下の取組を徹底する。 

なお，特段の記載（【】の中で記載しているもの。）がない限り，新型コロナウイルス感染が疑わ

れる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際，以下の記載のうち「濃厚接触者」は「感染

が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替えるものとする。 
 

※ 「新型コロナウイルス感染が疑われる者」： 

社会福祉施設等の利用者等であって，風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上（高齢者・

基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については２日程度）続いている者又は強いだるさ（倦怠

感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者，医師が総合的に判断した結果，新型コロナウイルス感染症

を疑う者であって，ＰＣＲ陽性等診断が確定するまでの間の者。 

 

（１） 情報共有・報告等の実施 
○ 利用者等において，新型コロナウイルス感染者が発生した場合，当該事業所等は，速や

かに管理者等への報告を行い，当該事業所内での情報共有を行うとともに，指定権者（障

害福祉サービス等にあっては，当該利用者の支給決定を行う市町村を含む。以下同様。）

への報告を行うこと。また，当該利用者の家族等に報告を行うこと。 

○ また，当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行う。 

【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は，「帰国者・接触者相談センタ

ー」に電話連絡し，指示を受けること。速やかに管理者等への報告を行い，当該施設内

での情報共有を行うとともに，指定権者への報告を行うこと。また，当該利用者の家族

等に報告を行うこと。】 

 

（２） 積極的疫学調査の協力 
○ 感染者が発生した場合は，保健所の指示に従い，濃厚接触者となる利用者等の特定に協

力すること。その際，可能な限り利用者のケア記録の提供等を行うこと。 

【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は，当該施設等において，感染が

疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定すること。濃厚接触が疑われる職員につ

いては，以下を参考に特定すること。 

・新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があった者 

・適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を看護若しくは介護し

ていた者 

・新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液，排泄物等の汚染物

質に直接触れた可能性が高い者】 

 

（３） 新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施 

○ 感染者については，以下の対応を行う 

①職員の場合の対応 

職員の感染が判明した場合，原則入院することとなるが，症状等によっては自治体の

判断に従うこととなること。 

【感染が疑われる職員については，「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し，指

示を受けること。ただし，濃厚接触者であって感染が疑われる場合は，積極的疫学調

査を実施している保健所に相談すること。】 
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②利用者の場合の対応 

利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は，原則入院することとな

ること。 

【感染が疑われる利用者については，「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し，

指示を受けること。ただし，濃厚接触者であって感染が疑われる場合は，積極的疫学

調査を実施している保健所に相談すること。】 

 

（４） 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施 
○ 濃厚接触者については，保健所と相談の上，以下の対応を行う。 

なお，濃厚接触者については１４日間にわたり健康状態を観察することとしており，以

下の対応は感染者との最終接触から１４日間行うことが基本となるが，詳細な期間につい

ては保健所の指示に従うこと。 

①職員の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた職員については，自宅待機を行い，保健所の指示に

従う。職場復帰時期については，発熱等の症状の有無等も踏まえ，保健所の指示に従う。 

【感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状がある場合は，

自宅待機を行い，保健所の指示に従う。発熱等の症状がない場合であっても，保健

所と相談の上，可能な限りサービス提供を行わないことが望ましい。】 

②利用者の場合の対応 

保健所により濃厚接触者とされた利用者については，居宅介護支援事業所等が，保健

所と相談し，生活に必要なサービスを確保する。その際，保健所とよく相談した上で，

訪問介護等の必要性を再度検討すること。 

検討の結果，必要性が認められ，サービスを提供することとなる場合には，以下の点

に留意すること。 

・サービスを提供する者のうち，基礎疾患を有する者及び妊婦等は，感染した際に重篤

化するおそれが高いため，勤務上の配慮を行うこと。 

・サービスの提供に当たっては，地域の保健所とよく相談した上で，その支援を受けつ

つ，訪問時間を可能な限り短くする等，感染防止策を徹底すること。具体的には，サ

ービス提供前後における手洗い，マスクの着用，エプロンの着用，必要時の手袋の着

用，咳エチケットの徹底を行うと同時に，事業所内でもマスクを着用する等，感染機

会を減らすための工夫を行うこと。 

 

＜サービス提供にあたっての留意点＞ 

・自身の健康管理に留意し，出勤前に各自で体温を計測して，発熱や風邪症状等がある

場合は出勤しないこと。 

・濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては，可能な限り担当職員を分けての

対応や，最後に訪問する等の対応を行う。 

・訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。やむを得ず長時間の見守り等を行

う場合は，可能な範囲で当該利用者との距離を保つように工夫する。 

・訪問時には，換気を徹底する。 

・ケアに当たっては，職員は使い捨て手袋とマスクを着用すること。咳込みなどがあ

り，飛沫感染のリスクが高い状況では，必要に応じてゴーグル，使い捨てエプロン，

ガウン等を着用する。 

・体温計等の器具については，消毒用体温計等の器具については，消毒用エタノールで

清拭を行う。 

・サービス提供開始時と終了時に，（液体）石けんと流水による手洗いまたは消毒用エ

タノールによる手指消毒を実施する。手指による手指消毒を実施する。手指消毒の前
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に顔（目・鼻・口）を触らないように注意する。「１ケア１手洗い」，「ケア前後の手洗

い」を基本とする。 

 

＜個別のケア等の実施に当たっての留意点＞ 

濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意すること。 

（ⅰ）食事の介助等 

・食事前に利用者に対し，（液体）石けんと流水による手洗い等を実施する 

・食事は使い捨て容器を使用するか，自動食器洗浄器の使用，または，洗剤での洗

浄を行う。 

・食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。 

（ⅱ）排泄の介助等 

・おむつ交換の際は，排泄物に直接触れない場合であっても，手袋に加え，マスク

や使い捨てエプロンを着用する。 

（ⅲ）清潔・入浴の介助等 

・介助が必要な者（訪問入浴介護を利用する者を含む）については，原則清拭で対

応する。清拭で使用したタオル等は，手袋とマスクを着用し，一般的な家庭用洗

剤で洗濯し，完全に乾燥させる。 

（ⅳ）環境整備 

・部屋の清掃を行う場合は，手袋を着用し，消毒用エタノールで清拭する。または，

次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後，湿式清掃し，乾燥させる。なお，次亜塩素酸

ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については，吸引すると有害であり，効果が不

確実であることから行わないこと。トイレのドアノブや取手等は，消毒用エタノ

ールで清拭し，消毒を行う。または，次亜塩素酸ナトリウム液（０．０５％）

で清拭後，水拭きし，乾燥させる。保健所の指示がある場合は，その指示に従う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年４月７日厚生労働省事務連絡 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留

意点について（その２）
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新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組～まとめ～ 
（出典：令和２年４月７日厚生労働省事務連絡 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）） 

職員 利用者
定義 （２）積極的疫学調査への協力等

（３）感染者への対応／（４）濃厚接触者への対応
（１）情報共有・報告等

感染者
・原則入院。高齢者や基礎疾患を有する者等以外の
者については症状等によっては自治体の判断

感染が疑
われる者

・利用者等に発生した場合、当該施設等
において、感染が疑われる者との濃厚接
触が疑われる職員を特定

・「相談センター」に電話連絡し、指示を受ける

医療機関が特定
・ＰＣＲ陽性の者

施設等が判断
・風邪の症状や37.5 度以上の
発熱が２日程度続いている者又
は強いだるさや息苦しさがある
者、医師が総合的に判断した結
果感染を疑う者
※ＰＣＲ陽性等診断が確定前の
者

濃厚接触
者

－ －

感染が疑
われる者
との濃厚
接触が疑
われる者

－ －

・居宅介護支援事業所等が、保健所と相談し、生活
に必要なサービスを確保。その際、保健所とよく相
談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討
・検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供
することとなる場合には、以下の点に留意
➣基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に
重篤化するおそれが高いため、勤務上配慮
➣サービス提供時は、保健所とよく相談した上で、
その支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くす
る等、感染防止策を徹底。サービス提供前後におけ
る手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時
の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時
に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を
減らすための工夫

保健所が特定
・適切な防護無しに感染者を看
護、介護
・感染者の気道分泌液等に直接
接触

施設等が特定
・適切な防護無しに「感染が疑
われる者」を看護、介護
・「感染が疑われる者」の気道
分泌液等に直接接触

・利用者等に発生した場合、速やか
に管理者等に報告し、施設内で情報
共有
・指定権者、家族等に報告
・主治医及び居宅介護支援事業所に
報告

・利用者等に発生した場合、「相談
センター」に電話連絡し、指示を受
ける
・速やかに管理者等に報告し、施設
内で情報共有
・指定権者、家族等に報告
・主治医及び居宅介護支援事業所に
報告

・利用者等に発生した場合、保健所の指示
に従い、濃厚接触者の特定に協力
・可能な限り利用者のケア記録を提供等

・原則入院
（症状等によっては自治体の判断に従う）

・自宅待機を行い、保健所の指示に従う
・職場復帰時期については、発熱等の症状の有無
等も踏まえ、保健所の指示に従う

・発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、
保健所の指示に従う
・発熱等の症状がない場合であっても、保健所と
相談の上、可能な限りサービス提供を行わないこ
とが望ましい
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感染予防対策 

 

 
 

 
 

 
 

 

出典：首相官邸ＨＰ 
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消毒方法 

 
対象 消毒方法 

手指 

・エタノール含有消毒薬：ラビング法（３０秒間の擦式） 

ワイピング法（拭き取り法） 

・スクラブ剤による洗浄（消毒薬による３０秒間の洗浄と流水） 

 

嘔吐物，排泄物 
・嘔吐物や排泄物や吐物で汚染された床は，手袋をして０．５％次亜塩素酸ナ

トリウムで清拭する。 

差し込み便器 

（ベッドパン） 

・熱水消毒器（ベッドパンウォッシャー）で処理（９０℃１分間） 

・洗浄後，０．１％次亜塩素酸ナトリウムで処理（５分間） 

リネン・衣類 

・熱水洗濯機（８０℃１０分間）で処理し，洗浄後乾燥させる。 

・次亜塩素酸ナトリウム（０．０５～０．１％）浸漬後，洗濯，乾燥させる。 

 

食器 
・自動食器洗浄器（８０℃１０分間） 

・洗剤による洗浄と熱水処理で十分である。 

まな板，ふきん 
・洗剤で十分洗い，熱水消毒する。 

・次亜塩素酸ナトリウム（０．０５～０．１％）に浸漬後，洗浄する。 

ドアノブ，便座 
・消毒用エタノールで清拭する。 

 

浴槽 ・手袋を着用し，洗剤で洗い，温水（熱水）で流し，乾燥させる。 

カーテン 
・一般に感染の危険性は低い。洗濯する。 

・体液等が付着したときは，次亜塩素酸ナトリウムで清拭する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年３月６日厚生労働省事務連絡 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点 

について
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「新型コロナウイルス感染症についての 

相談・受診の目安」 

 
 
 １．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは，学校や会社を休み外出を控える。 

○ 発熱等の風邪症状が見られたら，毎日，体温を測定して記録しておく。 

○ 基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方，新型コロナウイルス感染症以外の病気

が心配な方は，まずは，かかりつけ医等に電話で御相談ください。 

 

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には，すぐに御相談ください。（これらに該当しな

い場合の相談も可能です。） 

☆ 息苦しさ（呼吸困難），強いだるさ（倦怠感），高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

☆ 重症化しやすい方（※）で，発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

（※） 高齢者，糖尿病，心不全，呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受け

ている方，免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので，強い症状と思

う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

 

○ 相談は，帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがあります。）の他，地

域によっては，医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので，ご活用ください。 

（妊婦の方へ） 

妊婦の方については，念のため，重症化しやすい方と同様に，早めに帰国者・接触者相談セン

ター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

小児については，小児科医による診察が望ましく，帰国者・接触者相談センターやかかりつけ

小児医療機関に電話などで御相談ください。 

※なお，この目安は，国民のみなさまが，相談・受診する目安です。これまで通り，検査について

は医師が個別に判断します。 

 

３．医療機関にかかるときのお願い 

○ 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので，複数の医療機関を

受診することはお控えください。 

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか，手洗いや咳エチケット（咳やくしゃみをす

る際に，マスクやティッシュ，ハンカチ，袖・肘の内側などを使って，口や鼻をおさえる）の徹

底をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年５月８日厚生労働省事務連絡 「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の 

目安について」 
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出典：令和２年３月３１日厚生労働省事務連絡 社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 

身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について 
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出典：令和２年３月３１日厚生労働省事務連絡 社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 

身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について 
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Ｑ＆Ａ 

 
問１ 消毒に関し「次亜塩素酸を含む消毒薬の噴霧については，吸引すると有害であり，効果が不

確実であることから行わないこと。」とあるが，本事務連絡上は，消毒薬として示されている

次亜塩素酸ナトリウム液に係る注意事項であると考えてよいか。 

 

答１ 貴見のとおり。 

なお，本事務連絡は，新型コロナウイルス感染症への対応に係る留意点として，社会 福

祉施設等で実施する消毒方法等をまとめたものであり，次亜塩素酸水を用いた市販の製品等

の安全性等に言及するものではない。 

また，消毒については，本事務連絡では清拭することとしていることに留意すること。 

 

 

 

問２ 消毒に関し「トイレのドアノブや取手等は，消毒用エタノールで清拭し，消毒を行う」

とあるが，次亜塩素酸ナトリウム液による清拭でもよいか。 

 

答２ 貴見のとおり。ドアノブや取手に使用する際は，次亜塩素酸ナトリウムの濃度は０．

０５％となるよう調整すること。また，次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性を有するこ

とに留意し，清拭後は，水拭きし，乾燥させること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年３月１６日厚生労働省事務連絡 「社会福祉施設等における感染拡大防止のため

の留意点について（令和２年３月６日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて 
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氏名              

体温・体調チェックシート 

日 検温時間 体温 体調の変化 

咳が出る 息苦しい だるい その他 

１ 時  分 ℃     

２ 時  分 ℃     

３ 時  分 ℃     

４ 時  分 ℃     

５ 時  分 ℃     

６ 時  分 ℃     

７ 時  分 ℃     

８ 時  分 ℃     

９ 時  分 ℃     

１０ 時  分 ℃     

１１ 時  分 ℃     

１２ 時  分 ℃     

１３ 時  分 ℃     

１４ 時  分 ℃     

１５ 時  分 ℃     

１６ 時  分 ℃     

１７ 時  分 ℃     

１８ 時  分 ℃     

１９ 時  分 ℃     

２０ 時  分 ℃     

２１ 時  分 ℃     

２２ 時  分 ℃     

２３ 時  分 ℃     

２４ 時  分 ℃     

２５ 時  分 ℃     

２６ 時  分 ℃     

２７ 時  分 ℃     

２８ 時  分 ℃     

２９ 時  分 ℃     

３０ 時  分 ℃     

３１ 時  分 ℃     
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関係機関一覧 
 

【新型コロナ感染対策に関する一般的問い合わせ】 

機関名 電話番号 備考 

健康電話相談窓口 

（コールセンター） 

０２２－２１１－３８８３ 

０２２－２１１－２８８２ 

２４時間対応 

 

 ＜その他関係機関（各保健所等連絡先）＞ 

 （仙台市外） 

機関名 対象地域 電話番号 

仙南保健所疾病対策班 白石市，角田市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，

村田町，柴田町，川崎町，丸森町 

０２２４－５３－３１２１ 

塩釜保健所疾病対策班 塩竈市，多賀城市，松島町，七ヶ浜町，利府町，  ０２２－３６３－５５０４ 

塩釜保健所岩沼支所 

地域保健班 

岩沼市，名取市，亘理町，山元町 ０２２３－２２－２１８９ 

塩釜保健所黒川支所 

地域保健班 

富谷市，大和町，大郷町，大衡村 ０２２－３５８－１１１１ 

大崎保健所疾病対策班 大崎市，加美町，色麻町，涌谷町，美里町 ０２２９－９１－０７１４ 

栗原保健所疾病対策班 栗原市 ０２２８－２２－２１１７ 

石巻保健所疾病対策斑 石巻市，東松島市，女川町 ０２２５－９５－１４３０ 

登米保健所疾病対策班 登米市 ０２２０－２２－６１１９ 

気仙沼保健所疾病対策班 気仙沼市，南三陸町 ０２２６－２２－６６６２ 
 

（仙台市内） 

機関名 電話番号 

青葉区保健福祉センター（管理課） ０２２－２２５－７２１１（代表） 

宮城野区保健福祉センター（管理課） ０２２－２９１－２１１１（代表） 

若林区保健福祉センター（管理課） ０２２－２８２－１１１１（代表） 

太白区保健福祉センター（管理課） ０２２－２４７－１１１１（代表） 

泉区保健福祉センター（管理課） ０２２－３７２－３１１１（代表） 

健康福祉局保健所健康安全課 ０２２－２１４－８０２９（直通） 

 

【介護サービスに関すること（人員基準，運営基準，介護報酬等）】 

（仙台市外） 

機関名 対象地域 電話番号 

仙南保健福祉事務所 

成人・高齢班 

白石市，角田市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村

田町，柴田町，川崎町，丸森町 

０２２４－５３－３１２０ 

仙台保健福祉事務所 

高齢者支援班 

塩竈市，名取市，多賀城市，岩沼市，富谷市，亘理

町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，大和町，

大郷町，大衡村 

０２２－３６５－３１５２ 

北部保健福祉事務所 

高齢者支援班 

大崎市，加美町，色麻町，涌谷町，美里町 ０２２９－９１－０７１３ 

栗原地域事務所 

成人・高齢班 

栗原市 ０２２８－２２－２１１６ 

東部保健福祉事務所 

高齢者支援班 

石巻市，東松島市，女川町 ０２２５－９５－１４１９ 

登米地域事務所 

成人・高齢班 

登米市 ０２２０－２２－６１１７ 

気仙沼保健福祉事務所 

成人・高齢班 

気仙沼市，南三陸町 ０２２６－２２－６６１４ 

  

（仙台市内） 

機関名 電話番号 

仙台市介護事業支援課居宅指導係 ０２２－２１４－８１９２ 

 

 



15 

 

 
【障害福祉サービスに関すること（人員基準，運営基準，障害福祉サービス等報酬等）】 
（仙台市外） 

機関名 対象地域 電話番号 

仙南保健福祉事務所 

母子・障害班 

白石市，角田市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村

田町，柴田町，川崎町，丸森町 

０２２４－５３－３１２１ 

仙台保健福祉事務所 

母子・障害第二班 

塩竈市，名取市，多賀城市，岩沼市，富谷市，亘理

町，山元町，松島町，七ヶ浜町，利府町，大和町，

大郷町，大衡村 

０２２－３６５－３１５３ 

北部保健福祉事務所 

母子・障害第二班 

大崎市，加美町，色麻町，涌谷町，美里町 ０２２９－８７－８０１１ 

栗原地域事務所 

母子・障害班 

栗原市 ０２２８－２２－２１１８ 

東部保健福祉事務所 

母子・障害班 

石巻市，東松島市，女川町 ０２２５－９５－１４３１ 

登米地域事務所 

母子・障害班 

登米市 ０２２０－２２－６１１８ 

気仙沼保健福祉事務所 

母子・障害班 

気仙沼市，南三陸町 ０２２６－２１－１３５６ 

  

（仙台市内） 

機関名 電話番号 

仙台市障害者支援課地域生活支援係 ０２２－２１４－８１６４ 

 

 

 


